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⑴　この預金の利息は、解約時に預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」
という。）および次の預入期間に応じた利率によって１年複利の方法で計算し、この預
金とともに支払います。
①　１年以上２年未満……………通帳記載の「２年未満」利率
②　２年以上………………………通帳記載の「２年以上」利率（以下「２年以上利率」
という）

⑵　この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日
数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金
とともに支払います。
⑶　この預金を第４条第１項により満期日前に解約する場合または共通規定第９条の規定
により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次
の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）により計算し、この預金
とともに支払います。
①　６か月未満……………………解約日における普通預金の利率
②　６か月以上１年未満…………２年以上利率×40％
③　１年以上１年６か月未満……２年以上利率×50％
④　１年６か月以上２年未満……２年以上利率×60％
⑤　２年以上２年６か月未満……２年以上利率×70％
⑥　２年６か月以上３年未満……２年以上利率×90％
⑷　この預金の付利単位は１円とします。
₄．（預金の解約）
⑴　この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはで

の払戻、諸届の受付その他各種手続の取扱いをした場合は、カードまたは暗証につき事
故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、
第11条、第12条に定める場合にはこの限りではありません。

期日指定定期預金規定（自動解約入金方式）
₁．（預入れの最低金額）
　この預金の預入れは一口100円以上とします。預入れのときは必ずこの通帳を持参して
ください。
₂．（預金の支払時期等）
⑴　この預金は、通帳記載の満期日に自動的に解約し、支払います。
　この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
⑵　満期日は、この預金の全部または一部について通帳記載の据置期限の翌日から最長預
入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定するときは、当店
に対してその１か月前までに通知をしてください。この預金の一部について満期日を定
める場合には、１万円以上の金額で指定してください。
⑶　満期日の指定がないときは、最長預入期限を満期日とします。
⑷　指定された満期日から１か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はな
かったものとします。指定された満期日から１か月以内に最長預入期限が到来したとき
も同様とします。

₃．（利息）

きません。
⑵　この預金を第２条の満期日自動解約以外の方法で解約（定期預金の一部解約を含む）
するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに当
行に提出してください。

� 以　　　　　上

自動継続期日指定定期預金規定
₁．（預入の最低金額）
　この預金の預入れは一口１万円以上とします。預入れのときは必ずこの通帳を持参して
ください。
₂．（自動継続）
⑴　この預金は、通帳記載の最長預入期限に自動的に期日指定定期預金として継続します。
継続された預金についても同様とします。
⑵　この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この
預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
⑶　継続を停止するときは、最長預入期限（継続をしたときはその最長預入期限）までに
その旨を当店に申出てください。

₃．（預金の支払時期等）
⑴　この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
①　満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。� �
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